
工事成績評定の考査項目一覧表 （監督員）
考査項目 細　　別 a b c

１．施工体制 Ⅰ.施工体制一般 施工体制が適切であった 他の事項に該当しない

1

2

3

4

5

6

7

考査項目 細　　別 a b c

１．施工体制 Ⅱ.配置技術者（現場代理人等） 技術者が適切に配置されていた
技術者がほぼ適切に配置され

ていた
他の事項に該当しない

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　評価値が90％以上　　　　・・・・ ａ
　評価値が80％以上～90％未満・・・ ｂ
　評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
　評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③ｄ、ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｄ、ｅ評価とする。

監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。

【全体を評価する項目】

工事施工に必要な作業主任、専門技術者を選任及び配置している。

「施工管理プロセス」チェックシートの内、「配置技術者」について指摘事項が無い。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）
実施されている。

その他

【現場代理人を評価する項目】 □　現場代理人等の技術者配置が不備で、監督員から文書により改善指示を行った。
□　作業主任者若しくは専門技術者の配置が確認できなかった。

※上記に１項目でも該当があれば「d」と評価する。２項目とも該当した場合は「e」と評価する。
現場代理人として、工事全体の把握ができている。

現場との相違があった場合は、監督員との協議書等に基づいて行われている。

【監理（主任）技術者を評価する項目】

書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。

契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。

施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。

番
号

d e

技術者の配置がやや不備であった 技術者の配置が不備であった

「評価対象項目」

工事カルテの登録は、監督職員の確認を受けた上で契約後１０日以内に行われている。 □　施工体制が不備であり、監督員から文書により改善指示を
　　行った。

※上記に該当があれば「e」と評価する。
建設業退職金共済制度に基づき、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に管理されている。

施工体制台帳、施工体系図が整備され、施工体系図も現場に掲げられており、また、現場と一致している。

　評価値が80％以上　　　　・・・・ ｂ
　評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
　評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③評価対象項目数が３項目以内の場合は、全て該当、評価しても
　ｃ評価とする。
④ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｅ評価とする。

工事規模に応じた人員、機械配置の施工となっている。

緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかであった。

「施工管理プロセス」チェックシートの内、「施工体制一般」について指摘事項が無い。または指摘指示事項に対する改善が速やかに（次回）実施されている。

その他

番
号

d e

施工体制がやや不備であった 施工体制が不備であった

「評価対象項目」



工事成績評定の考査項目一覧表 （監督員）
考査項目 細　　別 a b c

２．施工状況 Ⅰ.施工管理 施工管理が適切であった 他の事項に該当しない

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

考査項目 細　　別 a b c

２．施工状況 Ⅱ.工程管理 工程管理が適切であった 工程管理がほぼ適切であった 他の事項に該当しない

1

2

3

4

5

6

7

評価値が90％以上　　　　・・・・ ａ
評価値が80％以上～90％未満・・・ ｂ
評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③評価対象項目数が３項目以内の場合は、全て該当、評価しても
ｃ評価とする。
④ｄ、ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｄ、ｅ評価とする。

休日の確保が行われた。 □　特記仕様書等に定められた期間内に現場施工が完了出来なかった。ただし、改善指示による
　　場合を除く。
□　自主的な工程管理がなされず、監督員から文書により改善指示を行った。

※上記に該当があれば「d」と評価する。（２項目該当でも「d」と評価する。）

工事の進捗を早めるための取組みが見られた。

「施工管理プロセス」チェックシートの内、「工程管理」について指摘事項が無い。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実
施されている。

その他

e

工程管理がやや不備であった 工程管理が不備であった

「評価対象項目」

速やかな工事着手が見られ、また、工程の遅れも生じず、適切な工程管理が行われた。 □　請負者の責により工期内に工事を完成させなかった。ただし、改善指示による場合を除く。

※上記に該当があれば「e」と評価する。
時間制限・片側交互通行等の各種制約のある中、ｽﾑｰｽﾞに作業が行われた。

現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、円滑な工事進捗が行われた。

　評価値が80％以上　　　　・・・・ ｂ
　評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
　評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③ｄ、ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｄ、ｅ評価とする。

建設廃棄物及びリサイクルへの取組みが、適切になされている。

段階確認、立会の申請が適切な時期に行われている。

「施工管理プロセス」チェックシートの内、「施工管理」について指摘事項が無い。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実
施されている。

その他

番
号

d

深谷市建設工事請負契約書約款第１８条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を
行っている。

□　設計図書と適合しない箇所があり、文書により改造指示を行った。
□　施工計画書が工事着手前に提出されていない。
□　定められた工事材料等の検査義務を怠り、破壊検査を行った。
□　契約図書に基づく施工上の義務につき、監督員から文書により改善指示を行った。

※上記に１項目でも該当があれば「d」と評価する。２項目とも該当した場合は「e」と評価する。

施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。

施工計画書と現場施工、管理方法等が一致している。

現場内での整理整頓が、日常的になされている。

使用材料等の品質保証書等または工事記録写真等が適切に整理されている。

工事記録及び関係書類を適時作成し、保管されている。

番
号

d e

施工管理がやや不備であった 施工管理が不備であった

「評価対象項目」



工事成績評定の考査項目一覧表 （監督員）
考査項目 細　　別 a b c

２．施工状況 Ⅲ.安全対策 安全対策を適切に行った 安全対策をはぼ適切に行った 他の事項に該当しない

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

考査項目 細　　別 a b c

２．施工状況 Ⅳ.対外関係 対外関係が適切であった 対外関係がほぼ適切であった 他の事項に該当しない

1

2

3

4

5

6

考査項目 細　　別 a b c

Ⅰ.出来形－① 出来形管理が優れていた 出来形管理がやや優れていた 他の事項に該当しない

●土木系工事

1

2

3

4

5

6

出来形及び出来形管理図（出来形成果表)が適切にまとめられて、作成されている。 □　深谷市建設工事請負契約約款第１７条第２項に基づき破壊検査を行った。

※上記に該当があれば「e」と評価する。
評価値が90％以上　　　　・・・・ ａ
評価値が80％以上～90％未満・・・ ｂ
評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③評価対象項目数が３項目以内の場合は、全て該当、評価しても
ｃ評価とする。
④ｄ、ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｄ、ｅ評価とする。
⑤設計図書等において、出来形管理を必要としない工事の場合、考査
項目による評価は行わず、ｃ評価とする。

出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で確認できる。

出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足している。

自社の管理基準（管理目標値は除く。）を設定し、適切に管理している。 □　発注者に承認を受けた出来形管理計画等に基づく、管理すべき実施項目に不足が見られた。
□　監督員から文書により改善指示を行った。

※上記に該当があれば「d」と評価する。（２項目該当でも「d」と評価する。）
出来形管理図（出来形成果表は除く。）について、ばらつき分布図等による管理の工夫が見られ、ばらつきが５０％以内である。

その他

設計図書等において、出来形管理を必要としない工事。　該当・・・ｃ

番
号

d e

３．出来形及び
出来ばえ

出来形管理がやや不備であった 出来形管理が不備であった

「評価対象項目」

工事施工にあたり、関係官公庁等の関係機関と調整を行った。 □　関連工事との調整に関して、発注者の指示に従わなかったため、関連工事を含む工事全体の
　　進捗に支障が生じた。

※上記に該当があれば「e」と評価する。
工事施工にあたり、地元との適切な調整を行った。

評価値が90％以上　　　　・・・・ ａ
評価値が80％以上～90％未満・・・ ｂ
評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③評価対象項目数が３項目以内の場合は、全て該当、評価しても
ｃ評価とする。
④ｄ、ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｄ、ｅ評価とする。

第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行った。

関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。 □　請負者の責による苦情が多い。または対応が悪くトラブルがあった。
□　関係法令に違反する恐れがあったため、監督員から文書により指示を行った。

※上記に該当があれば「d」と評価する。（２項目該当でも「d」と評価する。）
「施工管理プロセス」チェックシートの内、「対外関係」について指摘事項が無い。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実
施されている。

その他

番
号

d e

対外関係がやや不備であった 対外関係が不備であった

「評価対象項目」

足場や支保工について、組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 □　安全管理に関する現場管理または防災体制が不適切であった。

※上記に該当があれば「d」と評価する。
評価値が90％以上　　　　・・・・ ａ
評価値が80％以上～90％未満・・・ ｂ
評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③評価対象項目数が３項目以内の場合は、全て該当、評価しても
ｃ評価とする。
④ｄ、ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｄ、ｅ評価とする。

工事現場における保安施設等の整備・設置状況について、適切に管理されている。

地下埋設物及び架空線等の把握に努め、事故防止対策の取り組みが見られた。

「施工管理プロセス」チェックシートの内、「安全対策」について指摘事項が無い。または指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実
施されている。

その他

安全教育・訓練等を４時間／月以上適時実施し、記録が整備されている。 □　安全対策の不備により重大な災害等を受けた。

※上記に該当があれば「e」と評価する。
安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し、記録が整備されている。

新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、記録が整備されている。

重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。

山留め、仮締切等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。

番
号

d e

安全対策がやや不備であった 安全対策が不備であった

「評価対象項目」



工事成績評定の考査項目一覧表 （監督員）
考査項目 細　　別 a b c

Ⅰ.出来形－② 出来形管理が優れていた 出来形管理がやや優れていた 他の事項に該当しない

●建築工事（外構工事等を含む）

●電気設備工事・受変電設備工事等
1

●機械設備工事・冷暖房衛生設備工事等
2

●解体工事
3

4

5

6

7

8

9

考査項目 細　　別 a b c

Ⅱ.品質－① 品質管理が優れていた 品質管理がやや優れていた 他の事項に該当しない

●土木系工事

1

2

3

4

5

考査項目 細　　別 a b c

Ⅱ.品質－② 品質管理が適切であった 品質管理がほぼ適切であった 他の事項に該当しない

●建築工事
（外構工事等を含む）

1

2

3

4

5

6

7

8
その他

材料・製品の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 □　深谷市建設工事請負契約約款第１７条第２項に基づき破壊検査を行った。

※上記に該当があれば「e」と評価する。
品質確認記録の内容が適切である。

施工の各段階における完了状態について、良好な品質を確認できる。

不可視部分の品質が、工事写真等でに確認できる。

評価値が90％以上　　　　・・・・ ａ
評価値が80％以上～90％未満・・・ ｂ
評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③評価対象項目数が３項目以内の場合は、全て該当、評価しても
ｃ評価とする。
④ｄ、ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｄ、ｅ評価とする。

各種構造の躯体工事における施工の品質が適切である。 □　発注者に承認を受けた品質管理計画等に基づく、管理すべき実施項目に不足が見られた。
□　資材選定における低仕様の資材採用が見られた。
□　監督員から文書により改善指示を行った。

※上記に該当があれば「d」と評価する。（２項目該当でも「d」と評価する。）

内外仕上げ工事における施工の品質が適切である。

環境負荷を低減出来る材料を選定している。

品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、ばらつきが大きいく、監督員から文章により改善指示を行った。…ｄ

品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず品質が劣り、深谷市建設工事請負契約書約款第１７条第２項に基づき破壊検
査を行った。…e

番
号

d e

３．出来形及び
出来ばえ

品質管理がやや不備であった 品質管理が不備であった

「評価対象項目」

e

３．出来形及び
出来ばえ

品質管理がやや不備であった 品質管理が不備であった

「評価対象項目」

品質関係の試験等の結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが５０％以内であることが確認できる。ただし、実施試験等が確認
試験、温度管理のみの場合は除く。…ａ

□　発注者に承認を受けた品質管理計画等に基づく、管理すべき実施項目に不足が見られた。

※上記に該当があれば「d」と評価する。
①ｄ評価がある場合は、ａ～ｃ評価値に関わらず、ｄ評価とする。
②品質管理がない工事の場合、考査項目による評価は行わず、ｃ
評価とする。

品質関係の試験等の結果が規格値、試験基準を満足し、ばらつきが８０％以内であることが確認できる。ただし、実施試験等が確認
試験、温度管理のみの場合は除く。…ｂ

品質関係の試験等（実施試験等が確認試験、温度管理のみの場合を含め）の結果が試験基準を満足し、ａ及びｂに該当しない。…ｃ

評価値が90％以上　　　　・・・・ ａ
評価値が80％以上～90％未満・・・ ｂ
評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③評価対象項目数が３項目以内の場合は、全て該当、評価しても
ｃ評価とする。
④ｄ、ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｄ、ｅ評価とする。

解体又は撤去工事が含まれている場合、撤去対象物の数量等が確認でき、処分が適切である。

解体・撤去した資材毎に処理方法が確認できる。

混合廃棄物を排出しない分別解体に、積極的な取り組みが見られる。

その他

番
号

d

承諾図等が、設計図書を満足している。 □　深谷市建設工事請負契約約款第１７条第２項に基づき破壊検査を行った。

※上記に該当があれば「e」と評価する。
施工図等が、設計図書を満足している。

現場における出来形(若しくは、性能・機能)が設計図書を満足し、適切な施工である。

不可視部分となる出来形が、工事写真で確認できる。

出来形の確認記録が整備され、その内容が適切である。 □　発注者に承認を受けた出来形管理計画等に基づく、管理すべき実施項目に不足が見られた。
□　監督員から文書により改善指示を行った。

※上記に該当があれば「d」と評価する。（２項目該当でも「d」と評価する。）

番
号

d e

３．出来形及び
出来ばえ

出来形管理がやや不備であった 出来形管理が不備であった

「評価対象項目」



工事成績評定の考査項目一覧表 （監督員）
考査項目 細　　別 a b c

Ⅱ.品質－③ 品質管理が適切であった 品質管理がほぼ適切であった 他の事項に該当しない

●電気設備工事・受変電設備工事等
●機械設備工事・冷暖房衛生設備工事等

1

2

3

4

5

6

7

8

考査項目 細　　別 a b c

Ⅱ.品質－④ 品質管理が適切であった 品質管理がほぼ適切であった 他の事項に該当しない

●解体工事

1

2

3

4

5

付着物等の除去が適切に行われている。 □　発注者に承認を受けた品質管理計画等に基づく、管理すべき実施項目に不足が見られた。
□　監督員から文書により改善指示を行った。

※上記に該当があれば「d」と評価する。（２項目該当でも「d」と評価する。）
評価値が90％以上　　　　・・・・ ａ
評価値が80％以上～90％未満・・・ ｂ
評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③評価対象項目数が３項目以内の場合は、全て該当、評価しても
ｃ評価とする。
④ｄ、ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｄ、ｅ評価とする。

解体資材の再資源化またはリユースや有価物化に積極的に取り組んでいる。

中間処理施設等への搬出状況について、写真などで確認できる。

埋設物の撤去状況及び記録が適切である。

その他

その他

番
号

d e

３．出来形及び
出来ばえ

品質管理がやや不備であった 品質管理が不備であった

「評価対象項目」

機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 □　深谷市建設工事請負契約約款第１７条第２項に基づき破壊検査を行った。

※上記に該当があれば「e」と評価する。
施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の内容が適切である。

品質確認記録の内容が適切である。

品質が設計図書を満足し、適切な施工である。

評価値が90％以上　　　　・・・・ ａ
評価値が80％以上～90％未満・・・ ｂ
評価値が60％以上～80％未満・・・ ｃ
評価値が60％未満　　　　・・・・ ｄ

①評価項目数を分母として、比率(%)計算の値で評価する。
②評価値（％）＝（　）評価数×100／（　）対象評価項目数。
③評価対象項目数が３項目以内の場合は、全て該当、評価しても
ｃ評価とする。
④ｄ、ｅ評価がある場合は、評価値に関わらず、ｄ、ｅ評価とする。

システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足している。 □　発注者に承認を受けた品質管理計画等に基づく、管理すべき実施項目に不足が見られた。
□　資材選定における低仕様の資材採用が見られた。
□　監督員から文書により改善指示を行った。

※上記に該当があれば「d」と評価する。（２項目該当でも「d」と評価する。）

不可視部分の品質が、工事写真等でに確認できる。

環境負荷を低減出来る材料を選定している。

番
号

d e

３．出来形及び
出来ばえ

品質管理がやや不備であった 品質管理が不備であった

「評価対象項目」


